
 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

 第７回常任委員会決定 

令和３年(2021 年)３月 22 日 

第９回常任委員会一部改正  
第 79 回国民スポーツ大会 

デモンストレーションスポーツ実施基本方針 
 

 第 79 回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）において実施するデモンスト

レーションスポーツ（以下「デモスポ」という。）は、公益財団法人日本スポーツ協

会の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」および「国民体育大会デモンス

トレーションスポーツ実施基準」ならびに「第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国

障害者スポーツ大会開催基本方針」に基づき、次の方針により実施する。 

 

１ 実施目的 

（１） 誰もが参加できるデモスポを各地で積極的に実施し、県民の国スポへの参加

機会をより多く設けることで、県民が楽しめる国スポを目指す。 

（２） 「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方で、デモスポに参加する

県民が、スポーツや健康づくりへの関心を高め、行動につなげる契機とする。 

（３） 年齢、性別、地域、障害のあるなしを問わず、交流の輪を広げるとともに、

人と人との絆を育み共に支え合う活力ある地域づくりを目指す。 

 

２ 実施競技の選択 

  実施競技は、次の事項について総合的に検討し、選択する。 

（１） 正式競技、特別競技および公開競技以外の競技で、公益財団法人滋賀県スポ

ーツ協会（以下「県スポ協」という。）の加盟団体が実施している、または県

スポ協の推薦が得られる競技・レクリエーションであること。 

（２） 広く県民に普及していること、今後普及する見込みがあること、または、地

域特有のものとして取り組まれていること。 

（３） 主管する競技団体等に大会運営能力があること。 

（４） 既存施設での開催が可能であること。 

（５） 市町および競技団体の開催希望があること。 

 

３ 会場地市町の選定 

  会場地は、「第 79回国民スポーツ大会会場地市町選定基本方針」に基づき、次

の事項について総合的に検討し、選定する。 

（１） 実施するデモスポを普及・推進する市町であること。 

（２） 実施するデモスポの開催に必要な競技施設を有する市町であること。 

 

４ 実施方法および実施期間 

（１） 実施方法およびその他の必要な事項は別に定める。 

（２） 実施時期は、原則として令和７年４月１日から国スポ閉会までの期間とす

る。ただし、総合開・閉会式当日は除くものとする。 

（３） 実施日数は原則として１日とする。 

 

５ 業務分担および経費負担 

業務分担および経費負担は「第 79 回国民スポーツ大会県および会場地市町の業

務分担・経費負担基本方針」および「同細目」の定めるところによる。 


